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一．不動産鑑定士調停セン
ター開設のお知らせ

○小谷 平成１８年７月１日，不動

産鑑定士調停センターが開設さ

れ，７月１８日に法務省民事局長，

国土交通省土地・水資源局長，日

本弁護士連合会会長，本日ご出席

の曽我部さん，最高裁民事局，各

士業団体代表などのご出席をいた

だき開設パーティーが盛大に開催

されました。

センターの存在は一般にはまだ

余り知られていませんが，一般か

らの問い合わせは増えており，私

も事前相談に出席して紛争事情な

どを伺いました。当事者からの事

情を聞きながら，１件１件ていね

いに事件処理することがこの制度

の社会的信用に結びつくので，て

いねいな処理をしていくことが大

切だと感じました。

不動産鑑定士調停センターの存

在を広く知って積極的に利用して

もらうためには，インターネット，

専門誌，新聞，雑誌などにおいて

不動産鑑定士はこんなことをして

いるのだという専門分野の記事を

掲載していくことも重要だと考え

ています。例えば新聞などにおい

て身近な更新料とか家賃，地代の

値上げ，値下げなどのQ&Aの記

事を調停センター名で連載するこ

とによって知名度は上昇するので

はないかと考えます。また，日本

司法支援センター，無料街頭相談

会などを通じて国民に広く知って

もらって使い勝手の良い制度に育

って欲しいと考えています。調停

センターのパンフレットは後記に

掲げてありますのでご参照下さい。

また，調停が成立したときは別

途手数料規則によって報酬を得て

手続実施者（以下調停人という）

と鑑定協会に配分するシステムで

す。

すべての人は不動産に深く関与

しており，その価格，賃料は国民

生活に深く結びついています。例

えば家賃を例にとると，１ヵ月数

千万円から数万円の案件までバリ

エーションに富んでいます。家賃

を５万円から７万円に値上げ，あ

るいは７万円から５万円に値下げ

というような事案も多く見受けら

れます。企業間の何千万円という

取引よりむしろ生活に密着した数

万円の賃料の争いのほうが深刻で

解決が難しく，長引くことも多い

ケースもみられます。このような

ケースは訴訟費用，解決期間，精

神的な負担面から司法での解決よ

り，不動産鑑定士調停センターで

の話し合いによる解決になじむの

ではないでしょうか。

このような日常生活における

様々な案件について着目し，司法

での解決になじみにくい案件につ

いても低額な費用で適正，迅速に

解決し，良き隣人関係の回復に寄

与することは不動産鑑定士の専門

家の社会的責任として重要なとこ

ろではないかと考えます。

座談会の趣旨と出席者

○小谷 本日は，裁判外紛争解決

手続きの利用の推進に関する法律

（以下ADR法という），その他の

法律にもとづいてこれからの不動

産鑑定士調停センターのあり方，

運営方針，めざすところなどにつ

いて座談会を開催させていただき

ました。

調停人研修会講師として講演い

ただき，裁判所において紛争解決

に携っておられる横浜地方裁判所

の大澤晃判事，第二東京弁護士会

の推薦で当調停センターの運営委

員をお引受いただいている（財）日

本調停協会連合会元理事長の曽我

部東子さん，鑑定協会司法制度改

革特別委員会委員で神戸から出席

いただいております大家さん，調

停センター運営委員の吉村さんに

ご出席いただいております。

平成１９年４月から施行される

ADR法の概要，当調停センター

の展望など闊達なご意見を伺わせ

て下さい。

まずはじめに簡単に自己紹介を

お願いします。

○大澤 横浜地裁の裁判官の大澤

です。昨年５月から６月にかけて

東京で開催された調停人候補者研

修会に講師として参加して「民事

執行法の理論と実務」という題目

で講演させていただきました。お

忙しいであろうと思われる時期に

もかかわらず，多数の方々に熱心

に講義を聞いていただき，その取

り組む態度の真摯さに驚かされた

（社）日本不動産鑑定協会はこの７月，事務局内に

「不動産鑑定士調停センター」を開設した。不動産

の価格や賃料に関する紛争について，その分野の専

門家である不動産鑑定士が専門性を生かし，弁護士

とともに解決していこうというもの。不動産鑑定士

は長年，裁判所の調停人などの経験者も多く，裁判

外の紛争解決のための機関として大いに期待される。

今回は，法曹関係の横浜地裁判事の大澤晃氏，弁護

士の曽我部東子氏と，「不動産鑑定士調停センター」

の開設に携わってきた不動産鑑定士の皆さんにご出

席いただき，同センターの役割とあり方，今後の運

営などについて探ってもらった。
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という印象が強く残っています。

この度，この研修が実を結び，調

停センターが立ち上がったという

のは，誠に喜ばしいことです。今

日は，不動産鑑定士が主体となっ

て行う民間型ADRについて勉強

させてもらおうと思っています。

○曽我部 私は第二東京弁護士会

所属の弁護士で，弁護士歴も長く

なりまして明年開業５０周年を迎え

ます。

長い道程でしたが，この間隣接

の士業の中で特に社団法人日本不

動産鑑定協会所属の諸先生方との

お付き合いは極めて濃密なものが

こざいました。受任事件の不動産

鑑定という日常的なお付き合いに

止まらず，私の場合は社会奉仕の

分野で同僚として苦楽を共にし，

達成感を分かち合う機会が重なり

合うように続いて今日に至ってお

ります。裏を返せば，先生方の不

動産鑑定というお仕事なくしては

この世の中は収まらない，という

ことに通じましょう。

私は，昭和４４年に東京家裁の家

事調停委員になり，定年までもっ

ぱら遺産分割調停事件を担当して

参りました。家事調停では，昭和

２３年に制度が発足した当時より，

完全な男女共同参画態勢が貫かれ

て参っておりますから，相方調停

委員は必ず一般男子。そうして遺

産の不動産が軸になる難件では，

迅速処理の観点から，不動産鑑定

士の先生方を相方委員として配さ

れます。したがって同僚として苦

楽を共にする機会が多かったので

す。また，民事調停もよく活用さ

せていただき，不動産鑑定士の民

事調停委員のご厄介になる機会も

ございました。

加えて，不動産鑑定協会所属の

調停委員の皆様は，調停制度の充

実発展を期し，調停協会活動にも

大変ご熱心で，（財）日本調停協会

連合会本部に有能な人材を常時送

り込んでおられ，ここでご一緒に

仕事をする機会にも恵まれました。

私が理事長を仰せつかっていた間

は横須賀会長，稲野邊委員長には

絶大なご支援をいただきました。

また，昭和４８年から平成７年ま

で，東京都土地利用審査会委員を

務めましたが，行政指導に不服を

申し立てる審査事件の審査に当た

った７人の委員のお一人に，不動

産鑑定協会の定森一さんがおられ，

バブル期，連日のように持ち上げ

られる事案の不動産鑑定書の山の

中で判読の要領を懇切にご指導い

ただいたことも忘れ得ぬ思い出で

す。

つまるところ，私が申し上げた

いのは，先生方は司法型ADR，

行政型ADRに既に長くかかわっ

ておられ，調停人，仲裁人として

ベテランの粋に達しておられる方

が多数おられ，私はその高いご見

識と優れた調整力の豊かさを存じ

上げている，ということです。

私自身は，平成２年に全国の弁

護士会に先駆けて発足した二弁仲

裁センターの設立に関わったこと

があったものですから，日調連理

事長の任期を終えた後，センター

の実情や実績を確かめたくて今は

運営委員に加わっています。それ

というのも私は昭和５８年から今日

に至るまで，東京都建設工事紛争

審査会委員を務めていまして，長

年一級建築士など建築や建築行政

の専門家と行政型ADRを推進し

てきており，ここで体験し確信し

ているADRの妙味が二弁仲裁セ

ンターで発揮できているかを確か

めたかったためです。二弁では，

仲裁人候補者を元裁判官や経験豊

かな弁護士に依頼していますが，

運営委員会に顔を出してみて，何

かと制約のある司法型ADRと違

い，長屋のご隠居の役割で自由闊

達に取り仕切れる仲裁や調停の出

来るこの制度を皆さんが気に入っ

ておられ，何でもござれとの意気

込みで，利用者の満足ゆく結果を

積み上げておられるのを確かめる

ことが出来ました。二弁仲裁セン

ターは民間型のADRの筆頭に立

っていると言えましょう。

こうした民間型ADRの成功例

が今回のADR法の成立に繋がっ

たと思いますが，この立法を受け

て（社）日本不動産鑑定協会では今

般調停センターを設立し発足され

ました。その設立の段階で二弁よ

り推薦を受け，設立準備委員とし

てお手伝いできたことは望外の喜

びでした。しかも，この後も当セ

ンターの運営委員としてお手伝い

できることになりました。お役に

立てるよう努力して参りたいと存

じておりますので，よろしくお願

い申し上げます。

○大家 司法制度改革特別委員会

委員の大家です。近畿地域連絡協

議会のADR準備特別委員会委員

長も務めさせていただいておりま

□大澤 晃（おおさわ・あきら）
横浜地方裁判所判事。
１９８９年弁護士登録（アンダーソン・毛
利法律事務所勤務）。９０年裁判官任官。東
京地方裁判所判事補，福島地方裁判所会津
若松支部判事補，京都地方裁判所判事，奈
良地方裁判所判事を経て，２００６年４月か
ら現職。
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す。昨年行われた調停人候補者研

修いわゆる本研修では，鑑定士の

立場からみた罹災都市借地借家臨

時処理法適用下における借地非訟

事件について講演させていただき

ました。先の阪神淡路大震災は，

やはり近畿を中心とする震災であ

ったため，全国的には少し興味の

薄いテーマだったのは致し方あり

ませんでした。でも，大地震が近

いと噂されている今日，おそらく

間違いなく避けては通れないテー

マであり，調停人にとって大変重

要なテーマであると思っています。

本日は，スタートした調停セン

ターがどう位置づけられるのか，

どのようにすればより良く機能す

るのかいろいろ勉強できるものと

期待しています。

○吉村 調停センターの運営委員

の吉村です。平成１５年７月に設置

されました司法制度改革特別委員

会の委員として，調停センターの

設立に向けた準備に携わらせてい

ただき，今般，当調停センターの

スタートにあたり，運営委員とし

て関わらせていただくことになり

ました。よろしくお願いします。

○小谷 司法制度改革特別委員会

副委員長で，調停センターの運営

委員長の小谷です。よろしくお願

いします。

二．調停センターの構成，
運用システム

１．調停センターの構成

○小谷 それではまず最初に調停

センターの調停人の構成がどうな

っているのかについて吉村さん，

お話しいただけないでしょうか。

○吉村 それでは，調停センター

の調停人の構成についての概略を

ご説明したいと思います。

調停センターおける紛争解決は，

原則として不動産鑑定士２名，弁

護士１名の３名の調停人から構成

される合議体により行います。

地方裁判所，簡易裁判所や家庭

裁判所の調停委員としての実務経

験が豊富で紛争解決能力に優れた

不動産鑑定士，紛争物件の所在地

域に精通した不動産鑑定士が調停

を担当することにより，適切な経

済価値の把握に努めます。また，

不動産の経済価値は，一定の幅を

もって形成されるという特質があ

るので，１人の不動産鑑定士の判

断ではなく，経験豊富な不動産鑑

定士２名の合議によって，より適

正で信頼性の高い経済価値の把握

に努めます。

さらに，不動産の経済価値把握

の前提となる事実認定，法律上の

要件事実の判断，紛争解決の全体

バランスや調停調書の作成など一

連の調停手続において，法律の専

門家である弁護士と共同して適切

な解決へと導き，調停センターの

信頼性を高めることを目指したい

と思います。

○大澤 後で話題になると思いま

すが，ADR法では，事業の認証

に関し，その基準の１つとして

「手続実施者が弁護士でない場合

…において，民間紛争解決手続の

実施に当たり法令の解釈適用に関

し専門的知識を必要とするときに，

弁護士の助言を受けることができ

るようにするための措置を定めて

いること」（同法６条５号）とい

う規定があります。公正かつ適正

な手続の実施を確保するための弁

護士関与の基準を設けたものです

が，調停の合議体の一員に弁護士

が含まれているとすれば，この基

準は自ずと満たされたといって良

いでしょうね。

ところで，ADRで一番大事な

のが調停人としての人材の確保で，

資質の高い調停人さえ入ってくれ

ればあとは手続が上手く流れてい

くというのはよく経験するところ

です。利用者もどんな調停人が

ADRに関与してくれるのかとい

うのが関心事となると思われるの

ですが，例えば，調停人名簿など

を開示して利用者の方が調停人を

選ぶといった方法は考えておられ

るのでしょうか。

○小谷 大澤さんの言われるとお

り，資質の高い調停人の確保がと

ても大事です。不動産鑑定士の一

般的な仕事はパソコン相手に評価

書を作成することが日常業務とな

っており，交渉業務ではありませ

ん。調停は当事者の主張の理解，

適正価格の把握，当事者の説得，

交渉というプロセスを経て合意に

至ります。調停人は当事者の話を

聞いているだけでも，あるいは調

停人の見解を述べるだけでも進行

しません。適正価値へ誘導するた

めの「動機付け」が大事になって

くると思うのです。紛争解決のた

めの動機付けはとても難しく，調

停人自身の確かな心証がなければ，

当事者の主張の強弱によって解決

の方向がゆらぐことになり，調停

人に対する信頼を失うことにもな

ります。従って，調停人に対する

信頼が一番重要と言っても過言で

はないのでしょうか。

先程曽我部さんのお話にあった

ように，幸い私達鑑定士には，経

験豊富な調停委員あるいはその経

験者が数多くおられます。その経

験を調停センターで生かし，対象

地域に精通した調停人と共同して

価格紛争を解決するシステムを採

用することによってうまく機能し

てくれればと願っています。また，

利用者が調停人を選ぶという点に

ついて，裁判所での調停委員は裁

判所が選任し，当事者から選任さ

れたという経験はありませんが，
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調停センターでは当事者の信任の

ある調停人を選任することによっ

て円満な解決が見込まれるのであ

れば，積極的に推し進めることが

できるのではないかと考えます。

調停人名簿の開示は当事者にとっ

てはいいことです。個人情報との

関係もありますが，前向きに考え

たいと思います。

○大家 私は名簿の開示は，

ADRに関しては必然だと考えま

す。なぜなら，ADRを利用する

人にとっては早期に紛争が解決で

きると期待し，より満足が得られ

る合意形成を引き出してくれるの

ではないかと判断したからこそ調

停センターへ来る決心をしたので

すから，調停人を選ぶ手立てと情

報が公開されているべきだと考え

られます。名簿が公開されること

について調停人候補者が拒む理由

は考えられません。多くの各府県

鑑定士協会では鑑定士名簿の冊子

を公然と配布していますし，ホー

ムページ上で氏名住所等を公開し

ている士協会もかなりあります。

このように名簿はほぼ完全公開に

近い状態にあります。

しかも，認証ADRとなると，

広告も可能ですから名簿の開示は

必然だと思っています。

２．調停センターの運用

○小谷 調停センターの運用はど

のように行われるのでしょうか。

吉村さん，お話しいただけないで

しょうか。

○吉村 それでは，調停センター

の運用システムの概略をご説明さ

せていただきます。

紛争解決の申立にあたり，まず

は事前相談を行います。この段階

では，価格紛争等を抱える当事者

の具体的事案に即した紛争解決の

指針や調停センターへの申立など

についての相談に応じます。

事前相談を経て申立すべき事案

となりますと，申立人は，所定の

申立書に関係証拠書類などを添え

て調停センターに提出し，申立の

申込を行います。勿論，弁護士に

依頼して申立することもできます。

調停センターは，申立が当調停

センターの取扱対象として適合し

たものであるかなど速やかに事前

調査を行ったうえで，申立の受理

を行い，これにより紛争解決の手

続が開始されます。

まず，当事者の意見を基に第１

回調停期日が設定され，紛争解決

手続の概要その他必要な事項が当

事者に通知されます。

調停期日につきましては，１０日

から２週間程度の間隔を目安とし

て開催することにより，早期の解

決を目指します。

地代や家賃などという特定の当

事者間の長期継続的な契約におい

ては，紛争による日々のストレス

の蓄積を可能な限り適正かつ迅速

に取り除いて，円満合意による契

約関係を取り戻すことが重要であ

り，調停期日を短期間に設定する

システムは，当調停センターの

セールスポイントの１つと考えて

おります。

調停は，原則として当事者双方

の出席のもとに開催され，期日調

書が調停人により作成されます。

調停人からは，第１回期日前にお

いて，申立の相手方となった当事

者に対して，申立書に対する回答

や反論を記載した答弁書の提出を

求めたり，期日外であっても主張

の整理，補充または書類の提出そ

の他必要な準備を求めたりする場

合があります。

また，調停人は，関係書類の調

査を行ったり，当事者の申立など

により選定された鑑定人に，鑑定

または必要な調査等を行わせたり

する場合があります。

調停手続においては，調停人は，

事案の内容や当事者の希望などを

考慮して，調停手続の本旨や手続

の公平性を害しない限度において

手続事項を定めることができ，適

当と認める場合には当事者に解決

案を提示し，また，当事者からの

求めに応じて調整を行うこともあ

ります。

以上の調停手続を経て，紛争が

解決した場合には，その内容を記

載した契約書を作成し，当事者双

方及び調停人が署名押印して，調

停が成立となります。なお，調停

不成立の場合には，調停手続は終

了します。

○大澤 調停における弁護士調停

人の役割の具体的イメージはどの

ようなものをもっているのでしょ

うか。

□大家 通孝（おおや・みちたか）
（株）協同鑑定所代表取締役。不動産鑑定
士。
１９４９年生まれ。７２年関西大学法学部卒
業。７７年競売不動産評価人（現任）。７９年
�協同鑑定所（旧（株）大家総合鑑定）を設
立。神戸地方裁判所司法委員，調停委員，
鑑定委員。明石市固定資産評価審査委員会
委員。（社）日本不動産鑑定協会理事，司法
制度改革特別委員会委員，同ADR小委員
会委員，同競売小委員会委員。（社）日本不
動産鑑定協会近畿地域連絡協議会幹事，同
ADR特別委員会委員長。（社）兵庫県不動
産鑑定士協会理事。
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○小谷 不動産鑑定協会の設立す

る調停センターで，価格に関する

紛争解決ですから，調停進行役の

主任調停人は調停経験のある不動

産鑑定士が就任することが望まし

いと考えますが，調停は法の支配

の下における紛争解決ですから，

弁護士の調停人には主としてリー

ガルチェックと解決の相当性など

の観点から調停委員の評議及び当

事者の説得，あるいは進行役など

という役割を担っていただくこと

を考えています。弁護士業務は不

動産鑑定士と異なり訴訟，調停な

どを日常業務としておられ，紛争

解決のプロフェッショナルですか

ら，当事者の主張整理，解決の方

策，調書の作成など全般に亘って

運営に関与していただくことにな

るのではないでしょうか。

○大澤 私は，民事調停の調停主

任である裁判官の役割のようなも

のをイメージしていたのですが…。

ところで，従前のADRの中で

大きな役割を果たしてきたのが裁

判所の民事調停や家事調停で，司

法型のADRと言われています。

司法型ADRが出てきた背景とし

ては，社会発展のスピードに訴訟

が必ずしも十分対応できていなか

ったことや，やはり訴訟というも

のが法を厳格に適用して紛争を解

決することを本質としますから，

柔軟性には欠ける面がある，とい

った訴訟に対する批判があったの

かと思います。しかし裁判所の調

停も今では，このような消極的な

ものではなく，積極的な評価がさ

れています。法の支配の理念の下

で，訴訟による解決に劣るもので

はなく，それと対等な解決方法で

あると。

そして，昔のような「足して二

で割る」的なものから，法に従っ

た解決，裁判になったらどのよう

な結論になるかを予測してそれに

基づいて説得していくという方式

に変わってきています。調停セン

ターの調停でも，不動産鑑定士と

しての専門的見地からの説得と，

弁護士としての紛争解決のプロフ

ェッショナルからの説得と，両方

ともがますます重要になってくる

と思います。

○曽我部 大澤判事の弁護士の役

割についてのご質問に小谷さんは，

不動産鑑定協会の設立する調停セ

ンターですから，調停進行役の主

任調停人は調停経験のある不動産

鑑定士が就任することが望ましい，

と話され，弁護士の役割として

リーガルチェックと解決の相当性

などの観点から調停委員の評議及

び当事者の説得という役割を担っ

てもらう，と説明されていました。

不動産鑑定士のうち調停経験の

ある方を当協会は多数抱えておら

れ，こうした方々とコンビで調停

に当たる機会の多かった私は，そ

の洞察力や調整能力が並々ならぬ

ことを存じ上げておりますので，

こうした方を調停主任に据えるの

であれば万事順調に進むかと存じ

ます。

ただ，行政型の東京都建設工事

紛争審査会は，これまた一級建築

士の方々はほとんど調停委員で，

私は裁判所や調停協会でいつもお

顔合わせする方達です。また，建

築行政部門の専門家は都政の部長

職にあった方々で抜群の調整力を

持たれています。そうした方達と

三人で調停委員会を構成するので

すが，どうやら法制上，法曹が委

員会の主任となっているようで，

役目は進行となっています。そう

して事件当事者はこの形に違和感

なく順応しています。それらも参

考に，二弁仲裁センターが合議体

を取ったときに仲裁人間の協議で

主任を決めるように，持ち込まれ

た事件の種類によっては，先に結

論ありではなく，弁護士に船頭役

を委せ，その左右で不動産鑑定士

の調停人が交互に討議を展開する

ような形で当事者双方を情報漬け

にし，自己の判断で解決の方向性

を見出させる手法など随時活用さ

れるのも工夫の一つかと思います。

なお，弁護士調停人は自らの役割

が事実認定や法的判断，主張整理

やアドバイス，和解調書の起案な

どであることを心得て就任してお

りますので，共同作業の役割を十

分にこなして参れるものと思って

おります。

○小谷 曽我部さんの言われるよ

うに，民間型ADRですから柔軟

に互選で決めるという方法なども

いいかもしれませんね。

民間型ADRとして，司法型

ADRとは異なった点でのアピー

ルはどのようなことが考えられま

すか。

○大澤 調停センターに対する要

望といったことになりますが，民

間ADRのメリットに迅速性・機

動性が挙げられ，利用者もそれを

期待していると思いますので，事

案によっては，週に２，３回調停

期日を入れるとか，期日間にメー

ルで相互に連絡を取り合うなど適

宜の柔軟な方法で早さをアピール

する手段を工夫されたらいいんで

はないでしょうか。

○曽我部 先程，大澤判事が話さ

れましたように，世の中の揉め事

は多種多様で，その解決を法を厳

格に適用して解決することを本質

とする訴訟に持ち込んでは時間が

かかることは否めない。しかも社

会の発展や変貌のスピードは極め

て早く，今は早期解決でなければ

悲惨なことになりかねない。１００

パーセントの答えを待つより，話

し合い，譲り合って短時間で現状

打破することの方がより重要だと

いう局面も多いわけです。司法型
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ADRの元祖民事調停制度は関東

大震災の前年に創設され，翌年の

震災の折，威力を発揮しました。

東京では裁判所も壊れ，日比谷公

園にテントを張って待ち受ける調

停委員のところへ，復興に向け動

こうとして例えば地主・借地人・

借家人の権利が衝突して動きがつ

かなくなった人々が押しかけ，巧

みな説得で互譲しあい，即決に近

い解決を得，復興の障害が克服さ

れたと言います。これをもって民

事調停制度は一気に巷間に浸透し，

今日では司法の一翼を担う域に達

しています。またこの実績に着目

し，戦後家庭裁判所が設立された

時，家族間紛争ではまず話し合い

をと離婚では調停前置主義がとら

れ，その他家庭のことなら何でも

家事調停が引き受けることになり

ました。市民は互譲による紛争解

決の妙味を知ったのです。

○小谷 いまの日比谷公園でのお

話では即決に近い解決が行われた

とのことですが，民間ADRでは

司法に勝る迅速性が大切なのです

ね。

○曽我部 先程吉村さんは当調停

センターは，調停期日については

１０日から２週間程度の間隔を目安

とし，早期解決を目指します。調

停期日を短期間に設定するシステ

ムを当調停センターのセールスポ

イントにする，と話されましたが，

ADRのメリットはこの迅速主義

にあると考えます。変革のスピー

ドが極めて早い今の時代。短期解

決こそが何よりも望まれます。貫

徹して下さることを祈ります。

○小谷 曽我部さんにお話しいた

だいた迅速性はADRの要となり

ますので，より徹底していきたい

と考えます。また，曽我部さんの

長いご経験から不動産鑑定士調停

センターがあったらよかったのに，

と思われるようなことを経験され

たことはありますか。

○曽我部 随分昔のことになりま

すが，地代の値上げ事件が多発し

たことがあります。固定資産税が

年々高くなり始めた頃，旧来の地

代では地主が持ち出しで払わねば

ならなくなり，何のために土地を

貸しているのか判らなくなってし

まったわけで，民事調停は不発に

終わり，地裁に事件は持ち込まれ

ました。訴訟費用に加え不動産鑑

定費用を支弁し，弁護士費用をか

けて争って値上げが認められても，

ささやかな値上げ幅では何年かは

赤字覚悟の事件になります。しか

も判決の頃にはまた固定資産税が

上がっていますので，際限なく訴

を重ねざるを得ない。２年・３年

と長引くうちに双方疲れ果て，願

い出て和解を試みてもらいました。

結局地代は，坪当たりその年度の

固定資産税の２．５倍とする。次年

度からは新年度の固定資産税負担

分については，固定資産税の増額

相当分を上乗せし，地主収入分に

ついては都の経済局に照会し物価

指数上昇率で上昇分を上積みし，

その両者を合算した金額に当年度

の地代を改定する，という合意が

成立し双方がほっとしました。以

来この方式で年々改訂を重ねたと

ころ，数年後に近隣の３倍もの地

代になってしまい，この想定外の

事態に当事者双方は困惑しました。

結局地主は借地人に申し訳ないと

周辺地代の追いつくまで値上げを

見合わせることにしました。次に

値上げに踏み切ったのは，その後

数年を経過してからです。

当時，もし不動産鑑定士調停セ

ンターがあったとすれば，仮に毎

年利用せざるを得なかったとして

も，その年々の妥当な地代が難な

く決まり，当事者は救われたと思

います。

○小谷 今のお話は不動産価格の

上昇期のお話しですね。不動産価

格が大きく変動するときは世の中

にいろいろなひずみが出て価格問

題がクローズアップされますね。

○曽我部 この逆がバブル崩壊時

に借地非訟事件で見受けられまし

た。借地権譲渡許可事件に地主が

介入し，地主の買受価格が鑑定に

付されましたが，一夜明ければ値

が下がる最中です。鑑定日から決

定までの１ヵ月の間に値は急降下

していましたが，決定は鑑定価格

で出され，気弱な地主はこれを争

う気力がなく，また金融機関は裁

判所の評価に信を置き目一杯の融

資を行い，地主はこれを資金に借

地権を買い戻しました。日ならず

して金融機関からは追加担保の要

求を受けることになり，地主は買

い戻した土地を値下がりした価格

で手放さざるを得ず，しかも売得

金で返済し切れなかった残債の取

立てに他の資産まで失う悲劇を味

わいました。この場合であっても，

不動産鑑定士調停センターに相談

□曽我部 東子（そがべ・はるこ）
弁護士。
１９５７年弁護士登録。６９年東京家裁調停
委員，８９年両性平等委委員長，９１年参調会
会長，９９年日調連理事長。最高裁家庭規則
制定諮問委委員，都建築紛争審査会委員等
を歴任。２００２年最高裁一般規則制定諮問
委委員。愛媛県出身。
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させていれば，その時期の借地権

買取の危険を専門の立場から説論

され思いとどまらせたと思われま

す。私は，この時土地利用審査会

の資料を基に買戻しの断念を説得

したのですが，受任弁護士の説得

には限界がありました。

こうした自身の経験を踏まえ，

私自身には不動産鑑定士調停セン

ターに期するところ大なるものが

ございます。

○小谷 調停センターが争点のみ

の調停だけでなく，もっと広い視

野からアドバイスすることができ

れば，お話しのあったような悲劇

は起きなかったかもしれませんね。

調停センターの機能として重要な

ところではないかと考えさせられ

ました。ところで，弁護士会の仲

裁センターと当調停センターとの

違いはどのようなところにみられ

るのでしょうか。

○曽我部 二弁仲裁センターは，

法曹の行うADRですので，受任

事件の範囲に制約はなく，当然地

代増減や，地主の借地権買戻し事

案を受理しますが，不動産の評価

が絡む事案では当協会に助言者の

推薦をお願いしており，その不動

産鑑定士助言者名簿の中からどな

たかに同席して助言していただく

システムを取っております。しか

し万全ではないかもしれません。

ご専門の皆様方には，相談の段階

で事案解決の方向性が即座に把握

がお出来になると思います。より

適切に，迅速な解決が得られる，

という実績を早く拝見したいもの

です。

なお，当調停センターと二弁仲

裁センターの異同ですが，既に設

立準備に当たられた先生方が二弁

仲裁センターの助言者として二弁

と深く関わっておられたこともあ

ってか，運用面は単独の仲裁人が

常に当たる，という点以外は，先

程吉村さんが話されたところと特

に目立つ差異はないように思いま

す。事件を担当するのはいずれも

練達の法曹人ですので，ひとつの

事件は一人の仲裁人，あっせん人

が受任します。しかし，事案が難

しいときや専門色の強い事件（知

的財産権，労働事件，公害事件）

などはセンターの判断で合議事件

とすることがあります。この場合，

合議体の委員長は三名の仲裁人の

互選に委ねられています。また，

仲裁人が希望するときは補助者を

つけることがあります。補助者は

１５年未満の弁護士又は仲裁人候補

者から選ばれ，その職務は仲裁又

は和解あっせん期日の立会，仲裁

人の指示により，事実や法令，判

例の調査，仲裁人に対する意見の

具申，仲裁判断書又は和解事項の

起案，期日調書の作成などです。

なお，当事者が弁護士を代理人

に選任することは自由ですが，当

事者のいずれも代理人をつけず本

人同士の事件が半数を超えている

ようです。また一方のみに代理人

がついていても，仲裁人や和解あ

っせん人が後見的役割を果たし，

弁護士をつけなかった側が不利に

なることのないよう配慮がなされ

ています。

○小谷 代理人がついている場合

とそうでない場合とで当事者の有

利，不利が生ずる調停では調停セ

ンターの信用に関わりますのでそ

うならないよう注意したいと思い

ます。仲裁センターは弁護士会で

開催されているのでしょうか。

○曽我部 原則として弁護士会館

の二弁のフロア（９階）で行って

います。この他，いわゆる出前仲

裁なども行っています。不動産鑑

定士調停センターでも原則はセン

ター本部での開催でしょうが，必

要ある場合の現地調停も念頭にお

ありのようで，ルールさえ確立し

ていれば効率の良い調停が期待で

きそうです。

○小谷 事案に応じて柔軟に検討

していきたいと思います。

三．認証制度に向けたセン
ターのあり方（認証は本会
で受け各士会は実施機関とす

る方向性）

○小谷 認証制度に向けて調停セ

ンターの方向性などについて大家

さん，お話しいただけないでしょ

うか。

○大家 まず，お尋ねの調停セン

ターのあり方については，認証制

度の充分な理解とそれを活用する

ための方策が備わっていることが

求められるのではないかと考えま

す。そのうえで，センターの方向

性を検討すべきではないかと思っ

ています。

法務省が９月末から１１月初めに

かけて，全国主要都市６会場で順

次認証制度についての説明会を行

うとしていますので，それを待っ

て今後の方向性をより確かなもの

にすべきですが，これまで各方面

から寄せられた意見などを踏まえ

つつ，お話を進めたいと思います。

認証は一定の要件が備わってお

れば受けることが出来，認証され

れば時効の中断効等の法的効果が

付与されますし，弁護士法７２条の

適用が排除されますので，当然な

がら認証申請は結構厳格な審査に

なるのではないかと予想します。

認証を受けるといろんな法的効

果が付与されることを考えれば，

わたしは隣接法律専門職団体等の

多くは認証を受けないよりは受け

る方を選ぶのではないかと考えら

れますので，来年４月に認証制度

がスタートするまでには，それぞ

れに充分な準備が必要だと考えて
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います。

認証申請への着手は，申請に適

切な時期と判断されれば，躊躇す

ることなく速やかになされるべき

だと考えますが，仮に認証制度が

スタートしても充分に準備が整う

までは慎重な準備が必要だといえ

ます。

調停センターを設立するにあた

っては，弁護士会の助言を踏まえ

つつ設立準備委員会で討議を重ね，

これまでに調停センター設置規定，

規則，手数料規則，運営細則，受

付簿並びに事件処理進行に関連す

る諸様式等を整備し，これらのほ

か調停人選定基準等にかかる理事

会承認も得たうえで調停人候補者

名簿を整備し，さらに調停実施場

所を確保するところまでの準備は

できました。

このようにして，着々とファン

ダメンタルな準備は進んだのです

が，よく考えてみますとまだ充分

な準備が出来ていないものがある

のに気づきます。

それは，内部的には必要な体制

の整備ならびに実務的細目の整備

が不充分であり，今後の方針等に

関して広くコンセンサスを求めて

いかなければならないという点で

す。また，外部的には隣接法律専

門職種団体のみならず，総合法律

支援法による法テラスから広報紹

介の協力が得られるかは，今後の

体制造り如何にかかっているとい

えるのではないでしょうか。

○小谷 調停センターの体制造り

としてどのような方向が考えられ

るでしょうか。

○大家 調停センターのあり方は，

固定的にこうあるべきだというの

ではないと思いますが，今の時期

において，どのような体制が調停

センターのあり方として望ましい

のか考えますと，ADR法が紛争

解決にふさわしい手続を選択でき

ることを容易にするものだから，

これを業務として行う実施機関自

体のあり方ならびに現実に調停す

る者，つまり手続実施者が支障な

く専念できるためのあり方などに

関して，これらの環境が整ってい

なければ適切なサービスが可能と

ならないでしょう。

ですから，現時点においてはど

のような体制が望ましいかを見極

め，認証をどのような形で受ける

のか慎重且つ速やかに協議し見通

しを立てなければならないと思っ

ています。

不動産の経済価値判断に関わる

紛争は，様々な地域や場所で起こ

り，所有者の住まいが遠隔地であ

っても当該不動産を利用する者と

の間で紛争が発生する場合も多く

ありますし，同一の不動産でも一

度紛争が解決したからといっても

更に新たな紛争が起こることがあ

ります。その他，様々な実例を

データベース化することも大変重

要だと考えます。ですから，調停

センターが実施機関として充分機

能するための方向を見定め，事務

ならびに有用な情報を活用できる

ことが重要だと考えます。

私案ではありますが，このため

には鑑定協会が認証を受け，いわ

ば認証ADR本部と位置づけて，

全国各地域各府県士協会にサテラ

イト的な調停手続実施機関を設置

し，これらをネットワーク化した

体制を構築していわば連合組織と

して活動できることが適切ではな

いかと考えます。鑑定協会がこの

ようなADR体制を支援し，紛争

を解決したいと希望する者にとっ

て利用し易くすることがきめ細か

いサービスを可能とするものと考

えます。

○小谷 鑑定協会が認証を受け，

ADR本部のような形をとったら

どうかというご意見ですが，この

体制のメリットはどのようなとこ

ろにあるのでしょうか。

○大家 ADR本部のような形と

いうのは，認証は一つでそれを本

部として，各地域はその支部とい

うか事務所というかそれぞれが実

施機関と位置づけられるという体

制を想像していただくわけです。

このような体制におけるメリッ

トは，より良い良質な情報の共有

化が可能であり迅速で適切に提供

できること，調停手続の運用面に

おける各地域の特徴を生かして改

善すべき点の発見を容易にするこ

とが期待できること，調停人候補

者に対する研修等について同じレ

ベルで同じ良質なサービスが出来

ることなどが挙げられます。

□吉村 真行（よしむら・まさゆき）
（株）吉村総合計画鑑定代表取締役社長兼
CEO。不動産鑑定士・一級建築士・再開
発プランナー。
１９８８年東京大学工学部建築学科卒業。
９０年東京大学大学院工学系研究科建築学専
攻修士課程修了。安田信託銀行（現みずほ
信託銀行）開発事業部・不動産企画部・不
動産鑑定部等にて再開発・信託・コンサル
・鑑定業務等に従事した後，９９年吉村総合
計画鑑定を創業。現在，（社）東京都不動産
鑑定士協会理事・業務推進委員長，（社）日
本不動産鑑定協会業務推進副委員長・司法
制度改革特別委員会委員・不動産鑑定士調
停センター運営委員会委員，有楽町駅前第
１地区・金町６丁目地区・大橋地区等の市
街地再開発事業審査委員ほか複数の企業の
顧問・アドバイザーを務める。

鑑定セミナー・「不動産鑑定士調停センター」の開設と今後の運営

15Appraisal & Finance２００６．１０



・不動産鑑定士調停センターのパンフレット

※ 紛争とは不動産の価格，賃料に関する紛争です。
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デメリットについてもお話しし

なければなりません。

鑑定協会が行うADRとしては

全国単一の認証であるため，中心

となる調停センターの運営委員は

全国的視野に立って適正な員数枠

を検討し選択される必要がありま

す。また，法の定める認証に基づ

くため，実施機関が増えるときは

変更申請が必要と考えられるので，

常時変更可能というわけにいかな

い。認証を受ける際には法６条の

柱書きにある経理的基礎が求めら

れているわけですが，ADR本部

が全国各地域の経理的な面倒を見

ることにコンセンサスは得られな

いと思います。したがって，全国

各地域の実施機関はそれぞれが収

支内容について安定した財務内容

になるよう努力しなければならな

いと考えます。

現在の調停センターは全国的な

ものではなく，実態は東京エリア

という枠に絞り込んだような運営

委員会構成でスタートしたわけで

すが，さらに検討を加え，認証に

向けて体制を検討していきたいと

思います。活動内容など全国展開

が強く望まれます。

そこで，各地域の調停実施機関

には調停センター規則や運営細則

等に準ずる規則を作成することが

必要になります。そして，それぞ

れの実施機関には運営委員会に準

じた委員会も必要になるでしょう

から，少し複雑ではありますが，

連合組織的構図を各地域の実施機

関が同じ認識で対応しなければな

らないといえます。それでは，一

から全ての様式やら規則集を作ら

ないといけないかというとそうで

はありません。ちっとも面倒なこ

とはない。ADR本部調停セン

ター規則等を一部修正し真似れば

思うほど面倒ではないでしょう。

このような方向性は，いくつも

の認証を受ける場合に較べて効果

的でメリットが多いわけですが，

先に申し上げたように広くコンセ

ンサスが得られないといけません。

しかも，このような体制創りが

法的にも可能なのか監督府省の意

向を確認してやっていきたいと思

います。

現時点での各種規則等は全国レ

ベルのものでありながら，東京エ

リアに限った表現のある部分も見

られるところですので，方向性が

定まった時点で早晩校正しなけれ

ばならないといえます。しかも，

全国単一の認証体制に向けたセン

ターのあり方とその方向性はかな

り早い段階で示すことが求められ

ていると考えています。

○小谷 調停はどこで開催される

のでしょうか。

○吉村 調停の開催地は，原則と

して調停センターとなります。当

調停センターは，日本不動産鑑定

協会の事務所内に設置されており，

まずは東京エリアを中心とした事

案の取り扱いを念頭に置いており

ます。

なお，必要に応じて，申立の対

象となっている不動産の所在地な

どで調停が開催される場合も考え

られます。

四．調停人の登録と選任

○小谷 調停人の登録人数，個別

事件について選任の方針（公平な

選任を期する）について，吉村さ

んお話しいただけないでしょうか。

○吉村 調停人についてですが，

日本不動産鑑定協会が実施した裁

判外紛争解決手続研修のほか，地

方裁判所，簡易裁判所や家庭裁判

所の調停委員経験者などの所定の

要件を満たした不動産鑑定士と，

東京の３弁護士会から推薦を受け

た弁護士が調停人候補者として調

停人候補者名簿にあらかじめ登録

されます。

そして，申立された事案毎に，

調停人候補者の中から，実務経験

や紛争物件の所在地域の精通度な

どを勘案しつつ，当事者の意向も

踏まえて，調停人が選任されます。

なお，調停人候補者となってい

る不動産鑑定士の登録人数は，現

在のところ，東京エリアを中心と

して１５８名となっていますが，去

る９月に近畿エリアで行われた研

修をはじめとする継続研修などの

実施により，一層の拡充がなされ

るものだと思います。

○小谷 調停人の選任は公平に行

いたいと考えていますが，大変難

しいところがあります。名簿順と

いうのも一つの方法ですが，調停

技術を有する調停人と，対象物件

の所在地域に精通した調停人との

組み合わせということを考えてい

ます。すべての調停人が調停技術

□小谷 芳正（こたに・よしまさ）
（有）小谷不動産鑑定事務所代表取締役。
不動産鑑定士。
１９４６年生まれ。東京地方裁判所競売評
価人。東京家庭裁判所調停委員，農水省貯
金保険機構価格審査委員，整理回収機構企
業再生検討委員，地価公示評価員，東京国
税局評価員，（社）日本不動産鑑定協会理事，
不動産鑑定士調停センター運営委員長等。

鑑定セミナー・「不動産鑑定士調停センター」の開設と今後の運営
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を修得すれば名簿順ということで

もよいと思いますが…。調停を円

滑に進行できる態勢を考えていま

す。また，当事者双方の合意によ

り調停人が推薦されたような場合

は，推薦された鑑定士，当事者双

方の意見を聞いたうえで，適任と

判断した場合は調停人候補者名簿

に登録がなくても調停人として選

任したいすることもと考えていま

す。民間ADRの柔軟な運用とし

て，双方から信任された調停人が

担当することが，事件の解決に結

びつくのであれば，これに対応し

たいと考えています。

○大澤 調停人を選任する際に当

事者と利害関係がないという意味

での「公平」は確保しなければな

りませんが，調停人間で「均等」

というのは，実践するのは難しい

ことだと思いますよ。

○大家 先程の吉村さんのお話で

は，継続研修によって一層の拡充

が図られるとのことですが，確か

にそうだと思います。先の近畿地

域連絡協議会が行ったADR人材

育成研修会（以下，近畿地域連絡

協議会は「近連協」といいます。

また，近連協のおこなった研修会

を「近連協のADR研修」といい

ます）は，この一環であると考え

ておりますので，少しこの研修会

の意義と申しますか内容などを申

し上げておきたいと思います。

まず，立ち上がった当調停セン

ターは，その事務所ならびに調停

実施場所を鑑定協会本部内に設置

し，当面は慎重な滑り出しを目指

しますので，いわばテストケース

として東京エリアを中心とした事

案の取り扱いを予定しています。

ただ，登録された調停人候補者の

ほぼ過半は東京以外の方々で構成

されています。

早晩，東京エリア以外における

調停実施場所が予定される可能性

はありますし期待も大きい。しか

し，地方におけるADRへの取り

組みは極めて不充分な状態にあり

ます。適切に準備を要するものと

考えられます。近連協のADR研

修は，主としてこのような背景を

反映して行うものと認識している

わけです。

つまり，昨年の本部の調停人候

補者研修あるいはADRへの取り

組みに対する基本姿勢を変更する

ものではなく，これらと軌を一に

したものと考えています。

調停センターの調停人候補者名

簿は，昨年の調停人候補者研修で

全３５単位を取得し，所定の条件等

を備えた者で構成されているわけ

ですが，何らかの事情でこの研修

を一部でも終了できなかった方は

残念ながら含まれていません。ま

た，１８年度は同じような研修また

は追加研修を予定していません。

そこで，近連協のADR研修は，

近連協主催として開催したもので

すが，本部司法制度改革特別委員

会ADR小委員会と連携して，調

停人候補者研修未修了者に対する

救済措置としての位置付けをも併

せ持つようにしています。

つまり，受修すれば先の研修３５

単位に不足する者には，近連協の

ADR研修での６単位が追加認定

できる研修「看做し追加研修」と

することにしたわけです。因みに，

近連協の会員以外の参加者は，４０

名近くおられました。

この結果，当調停センター登録

調停人候補者の数が１０名ほど増加

するのは間違いないでしょう。嬉

しいことだと思います。

○小谷 調停人の選任に関しては

皆さん関心のあるとことで，でき

るだけ公平，透明に実施したいと

思いますが，これに関して大家さ

んご意見があったらお願いします。

○大家 さきほど小谷さんが申さ

れた当事者双方の合意に基づく推

薦があれば，調停人候補者名簿外

でも調停人として選任したいと話

されました。地域の精通者であっ

て，より高い調停人としてのサー

ビスが提供できる者として期待さ

れつつ推薦されながら，調停人候

補者名簿に名前が無いので調停人

になれないのでは，いかにも不合

理。だから，小谷さんの意見には

賛成です。

しかし，常に推薦があるとは限

りませんし，名簿登載者は調停人

としての知識及び能力の維持と向

上ならびにそれを継続するため努

力している者であり，推薦される

者に劣るものではありません。推

薦者が調停人となれば事件の解決

に結びつきやすいのではないかと

いう期待はありますが，推薦を優

先することが常態化するのは好ま

しいことではないと考えます。

○小谷 大家さんのご意見はもっ

ともだと思います。個別案件毎に

協議して決定していきたいと思い

ます。
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五．調停技術の修得と調停
人の役割

○小谷 不動産鑑定士は適正な経

済価値を判定する職業ですが，調

停人は適正な経済価値を把握しつ

つ当事者双方の調整を行うことに

なりますので，適正価値の把握＋

当事者間の調整が求められていま

す。

大家さん，調停人の役割につい

てどのようにお考えになっている

のかお話しいただけませんか。

○大家 調停人として調停を実施

する立場に立つ鑑定士の役割とい

うのは，どのようなことが求めら

れているのかを考えるとき，直ぐ

に思いつくのは，不動産の適正な

価値はこれだ，これが正しいのだ

と独断先行してしまうことのない

よう注意すべき点ではないでしょ

うか。

ADRの場ではこれが鑑定士の

役割だとは思いません。

調停人は，いわば交通整理の指

導者であり，交渉人であり，紛争

の論点整理と確認によって紛争の

選択肢をより多く生成する役割を

任されているという自覚が大事だ

と考えています。ADRの調停人

はセラピスト的存在だといえます。

各地で不動産無料相談所が開設

され，鑑定士も大いに参画し，そ

の多くは鑑定士が中心として活躍

しているのは事実ですが，紛争に

関わる場合，これらはその殆どが

一方通行的で相手方の意見を聞く

ことも通常はありません。紛争は，

相手がいるから起こっている現実

ですから，そのような相談所では

ややもするとアバウトなアドバイ

スに止めざるを得ないでしょうし，

相談者の期待は得られません。そ

の場面はあくまで相談の場です。

これまで，いくつかの大学，法

科大学院やら隣接法律専門職種の

ADRに関連するセミナーなどを

精力的に参加してきましたが，感

じたのは，最も重要なことは調停

実施者は紛争当事者から共感的で

信頼できる関係でない限り，解決

へ向けた調停が進行することはあ

り得ないこと。ADR機関への申

立者は最高質の専門的援助を受け

られると期待しているということ

でした。

ADRにおける紛争当事者は解

決したい意思がありますが，解決

の共通点が無く，相互に相容れな

い見解をもつ者です。調停実施者

が如何にどれほどの経験と知識を

積もうが，それだけでは最高度の

調停人とはなり得ないでしょう。

ですから，調停人の役割とは，

調停の中で，新たな解決へ向けた

一歩が踏み出せるような指導がで

きること，論点の整理をしたうえ

解決のための選択肢を生成してあ

げること，資料または情報を収集

し創造的解決に向かうことへの気

持ちを育ませることだと考えてい

ます。

○小谷 曽我部さん，不動産鑑定

士の調停人としての役割などにつ

いてお話しいただけませんか。

○曽我部 当調停センターに持ち

込まれるのは，不動産鑑定士の調

停人が運営されることを念頭に不

動産の評価がらみの事案に絞られ

ると推測しますが，地代家賃の増

減，賃貸借契約の更新料や立退き

料，共有物（遺産共有を含む）の

現物分割や代償金を支払っての分

割，物件の周辺事情，例えば臭気

や，危険物埋設の露見による値下

がり幅，又は買い戻し価格など，

事案の内容は多種多様のものがあ

り，訴訟ではなく，調停センター

に持ち込まれる以上，結果責任を

追及するなどという部分は削ぎ落

とされ，適正な金額さえ判明すれ

ば紛争解決の落としどころは当事

者の内心に既に形成されている場

合が大半ではないかと思われます。

経済的な背景があり早急に解決し

て先へ進みたい，という場合にこ

そ利用価値がある，と思って訪れ

たという当事者が多いはずです。

そうだとするとコンピューターに

収めた情報を判読して事案に対処

するだけでは当事者は違和感を覚

え，不信を抱くのではないでしょ

うか。物件所在地の地域特有の状

況が把握できる方の意見を伺いた

い，というのが当事者の本音でし

ょう。同じように見える山でも河

川敷でも，その位置や土壌の具合，

日照や風害などで随分と値が違う

と聞いております。

設立準備委員会の段階でもこの

ような話題が出，その点は受付段

階で仕分けし，その地区の識者の

担当に振り分けようというお話も

出ておりましたが，限られた人数

でそれはきわめて困難な作業かと

思われます。できれば調停人とし

て信頼できる人物に受任願い，二

弁の例ではありませんが，その方

がその地区の情報収集に適当と思

われる補助者を選び，その意見を

くみ上げて曲りのない調停を進め

る体制をとられたら如何でしょう
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か。三人の合議体というところは

二弁と異なりますが，スピード解

決を重視される以上，補助者の全

国網を用意しておかれる必要があ

りそうに思われます。

○小谷 対象地域に精通した補助

者の選任は必要かもしれません。

事案に応じた適切な情報提供はど

うしても必要となるので検討して

みたいと思います。次に，調停は

直接国民の財産に関わる合意です

から法の理念に適った合意でなけ

ればならないと思いますが，この

ような面から弁護士調停人の役割

は重要ではないでしょうか。

○曽我部 わが国は民主主義国家

であり，当然のこととして「法の

支配」の確立が求められています。

法の支配の観点からみて，調停事

件の進行や，解決の方向が違法性

を帯びており社会に有害無益，容

認できないときはこれを排除し消

滅させることが要請されるわけで，

その監視の役割を担うのが弁護士

でしょう。

弁護士調停委員の責務は重大だ

と考えています。

○大澤 調停人として不動産鑑定

士も調停をまとめる交渉能力等が

必要とされますが，それよりも，

やはり事案に応じた説得力のある

不動産の経済的価値を提示すると

いうことが大切ではないでしょう

か。

交渉の方は，せっかく弁護士調

停人が関与しているのですから，

最初のうちは，おまかせするとい

うことでもよいと思います。

六．調整センターにおける
鑑定

○小谷 調停センターにおいて鑑

定を採用するようなケースも考え

られると思いますが，その運用は

どのようにしたらよいでしょうか

考えておられますか。

○吉村 調停センターでは，紛争

解決において必要であると調停人

が判断した場合には，当事者の申

立などにより選定された鑑定人に，

鑑定または必要な調査等を行わせ

る場合があります。

鑑定人による鑑定については，

単独のものによる場合が多いので

はないかと思いますが，事案によ

り合議鑑定となるようなケースも

あるかもしれません。

○大家 紛争当事者が鑑定評価書

をもとにその評価額にもとづいて

争っている場合，鑑定士が同席し

て評価額乃至一方当事者の主張を

補佐することは可能でありますが，

鑑定を採用するか否か，必要な調

査を行わせるかどうかなど，安易

な取り決めは現段階ではしない方

がよいのではないでしょうか。

場合によっては，合議の上で鑑

定を取ることはあり得るかもしれ

ません。経済的価値判断の紛争の

場面であっても，求められるのは

紛争当事者間における適正な解決

の落としどころを探ることですか

ら，鑑定価格是々非々に傾注する

余り，木を見て森を見ないことに

ならないようにしたいですね。

○小谷 実際の運用は難しいとこ

ろがありますね。調停人の評議あ

るいは運営委員会を含めて具体的

進行について評議をして，個別に

解決しなくてはならないこともあ

るでしょうね。

七．補佐人と代理人につい
て

○小谷：調停センターの運営にあ

たって，当事者が法人であって社

長自ら出席することができなかっ

たり，遠隔地に居住したり，高齢

者であったり，専門知識がないた

めその能力を補佐したり，代理人

を選任する必要性なども考えられ

ます。そのような場合の調停セン

ターでの運用について大澤さん，

お話しいただけないでしょうか。

○大澤 民間ADRを利用しやす

くするためには，いわゆる隣接法

律専門職種（司法書士，弁理士，

社会保険労務士，土地家屋調査士，

税理士，不動産鑑定士及び行政書

士）等の専門家にADRの代理権

を与えることが検討されなければ

なりません。しかし，弁護士法７２

条で，弁護士でない者は，原則と

して，報酬を得る目的で法律事件

に関する法律事務を行うことを業

とすることができない旨規定され

ているので，この例外に当たる法

令を整備しないと，隣接法律専門

職種の専門家もADRの代理人に

なれません。ADRにおいても，

代理人は当事者の権利義務を直接

処分することができるわけですか

ら。

ADRの手続実施者になること

については，ADR法で認証制度

の下認められたので，今後は，

ADRの代理人となれるかについ

て，それぞれの各隣接法律専門職

種ごとに，ある特定の分野や規模
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の紛争に関してその資格を定める

個別法での整備を図ることになっ

ていますが，不動産鑑定士につい

ては，ADRの手続実施者として

の実績等を見極めた上の将来課題

とされています。

したがって，現時点では，調停

センターの利用者は代理人として

不動産鑑定士を関与させることは

できません。

しかし，補佐人として関与させ

ることはできるのではないでしょ

うか。補佐人とは，当事者ととも

に期日に出頭し，当事者の陳述を

補足する者をいい（民事訴訟法６０

条），専門的知識を要する陳述を

補足させるために利用される制度

です。補佐人も自己の意思に基づ

いて陳述し，その効果が当事者に

帰属するので，代理人の一種です

が，当事者と共に出頭しないと陳

述をなしえない点で権限が制限さ

れています。

○曽我部 弁護士法第７２条との関

連でADRといえども，現在不動

産鑑定士が報酬を得て代理人にな

ることは許されないと思います。

只今の大澤判事のお話にもござい

ましたが，隣接法律専門職の方々

に代理権を付与するかどうかは民

間型ADR利用の活発化の観点か

ら検討されねばならない問題かと

は思います。

○小谷 簡易裁判所の許可代理の

運用はどうなっているのでしょう

か。

○曽我部 簡裁では戸籍謄本で家

族であることが明らかである場合

その家族に，また社員証で企業と

の身分関係が明らかな場合その社

員に許可代理を認めています。こ

れら代理人はもとより無報酬でし

ょう。しかし，地裁に移送される

と通用はしません。地裁では本人

訴訟は自由ですが，弁護士代理人

以外代理人は認められていません。

なお補佐人については，運用者の

判断に加えて，相手方の同意があ

る場合は効率の観点から参加を認

めてよいのではないでしょうか。

○大澤 簡裁の許可代理は，曽我

部さんのご説明のとおり，当事者

本人に準じる者に許可を与えてい

るのが実状です。この範囲であれ

ば，民間ADRでも代理人とする

運用はできると思います。

八．調停人の教育，研修教
育方針

○小谷 調停人としての役割を果

たすためには鑑定士としての知識，

能力以外のものが求められている

と思うのですが，調停人としての

能力を養う方法を制度化していく

必要はないでしょうか。

○大家 先ほど申し上げたことで

はありますが，法６条柱書きにあ

る業務を行うのに必要な知識及び

能力とは，現在の知識及び能力だ

けではなく，それを維持し，向上

させ，継続できることが必要な程

度に定まった規定が備わっていな

ければ認証を受けることが出来な

いと理解されますが，これは認証

を受けるために必要なことではな

く，ADRの構成員となってその

業務を遂行する者にとってはあた

りまえのことだと考えます。

だから，このためには教育研修

にかかわる制度設計が不可欠であ

ると言えます。これによる効果は，

調停人候補者に限らず，広く一般

鑑定士にもプラスになると信じま

す。

○小谷 例えば，ADR研修を制

度化することなども考えられます

が。

○大家 現在，鑑定協会の研修規

定による研修といえば，義務的な

研修といわれるＡ区分のファンダ

メンタル研修があります。新規登

録および業者登録研修のＤ区分が

ある以外は，スキルアップ，プロ

フェッショナル，エキスパート研

修であり義務研修化されていませ

ん。しかし，ADRに関わる調停

人の役割は，紛争解決に役立つ訓

練から得た最高質の専門的援助で

ありますから，研修は義務化する

ことが望ましいと思われ，サービ

スを受ける側からはそのような姿

に期待もするでしょう。

○小谷 調停実務の立会見習のよ

うなことはいかがでしょうか。

○大家 実務の立会とか，模擬研

修などは必要でしょうね。大学に

もADRの講座が出来つつあるよ

うです。その中には，実技として

学生にロールプレイさせて，体験

的に学習させ効果を上げていると

聞きます。アメリカにおける

ADRの調停人は翻訳の違いだと

思うのですが，調停者というそう

です。調停者を訓練する専門職業

人もいるようです。

この訓練の専門家は，いわばト

レーナーであり調停者より優れた

者とは限りません。プロゴルフ

ァーのトレーナーはプロより上手

くなければならないわけではない

のと同じです。
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ADRの先駆者である欧米の様

子を真似るべきだと思います。

九．紛争解決手数料

○小谷 調停が成立した場合の紛

争解決手数料についてお話しいた

だけませんか。

○吉村 申立当事者が調停セン

ターに対して支払う手数料には，

申立手数料，期日手数料，成立手

数料があります。

まず，申立人は，申立時に１万

円の申立手数料を調停センターに

支払います。

次に，申立人及び相手方は，調

停期日毎に，各自５千円の期日手

数料を調停センターに支払います。

そして，申立人及び相手方は，

紛争が解決した場合には，解決額

を基準とした手数料規定に基づき，

成立手数料を調停センターに支払

います。事案の類型等に応じた具

体的な手数料その他詳細について

は，調停センター手数料規則に定

められておりますので，調停セン

ターまで照会いただければと思い

ます。

○大家 成立手数料の算定の基本

は，解決額を算定の基礎としてい

るわけですが，この解決額は当該

不動産の所有権価額としているこ

とに些かバランスを失する場合が

ないだろうかというのが気になる

ところです。

つまり，不動産に掛かる紛争は

様々であり，不動産の経済的価値

が高いほど紛争の程度もそれなり

に深刻になるかというとそうでは

なく，価値と紛争の程度が必ずし

も比例しないという現実に遭遇す

ることはよく経験しているところ

です。

このように，相対的に不動産の

価値が低い地方都市などでは，成

立手数料はさほど高くならないの

で，ADRは大都市型の時代の要

請ではないのかと悩むことがあり

ます。このような事情は，どう考

えればいいのでしょうか。今後と

も，全国的な視野に立って広く意

見を求め，地域ごとにそれぞれの

地域性に見合った手数料体系を考

えなければならないのか如何でし

ょうか。

○吉村 そうですね。成立手数料

につきましては，制度設計の段階

から議論が尽きないところです。

手数料は，利用者の負担と調停セ

ンターの運営原資との両面を踏ま

えてバランスよく設定しなければ

ならないので，引き続いての検討

課題の１つだと思います。

十．ADR法の概要

○小谷 ところで，そもそもADR

法が制定される前からADRはあ

ったんですよね。曽我部さんから

ご説明があった二弁の仲裁セン

ターを典型として多数存在したと

思います。そのようなADRもも

ちろん適法だったはずなのに，今

回わざわざなぜADR法といった

ものを制定したのでしょうか。

○大澤 そうですね。確かにADR

法が制定される前からADRはい

くつも存在していました。例えば，

行政型として建設工事紛争審査会，

公害等調整委員会等が行う仲裁，

調停，あっせんの手続，民間型と

して，何回もお話に上っている弁

護士会仲裁センターによる仲裁，

調停，司法型として民事調停や家

事調停がありましたよね。でも，

司法型ADRはさておき，その他

のADRは十分に機能を果たして

いたといえるのでしょうか。処理

事件件数だけを見てもやはり少な

くて実効的に機能しているとはい

えないのではないでしょうか。そ

の原因としては，国民の認知度が

低かった上，弁護士法上の制約や，

民間紛争解決手続には法的効果が

伴わず，利用者に対するインセン

ティブに欠けていたこと等が考え

られます。だけれど，紛争を当事

者間の話し合いで解決したいとい

う国民の重要が少ないかというと

決してそんなことはないと思いま

す。また，司法型ADRはそれな

りに利用されているといっても，

当事者からは裁判所ということで

やはり敷居が高いことは否定でき

ず，民間型ADRが拡充・活性化

されなければならないのは間違い

ないのではないでしょうか。

ADRの機能を充実し，利用しや

すくすれば，利用者である国民が

様々な紛争解決手段のメニューの

中から自己に相応しい手段を選択

することができるようになるとい

うメリットもあります。

そこで，ADRの環境整備をす

るために，平成１６年１２月１日に

ADR法が公布され，来年の４月

１日から施行されることになりま

した。この法律は，�裁判外紛争
解決手続の基本理念を定めること，
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�裁判外紛争解決手続に関する国
等の責務を定めること，�裁判外
紛争解決手続のうち，民間事業者

の行う和解の仲介（調停，あっせ

ん）の業務について，その業務の

適正さを確保するための一定の要

件に適合していることを法務大臣

が認証する制度を設けること，�
認証を受けた民間事業者の和解の

仲介の業務については，時効の中

断，訴訟手続の中止，調停の前置

に関する特則となる等の特別の効

果が与えられることを主な内容と

しています。

○小谷 ADR法に認証制度があ

りますが，この制度趣旨はどのよ

うなことなのでしょうか。

○大澤 ADR法の大きな柱とし

て認証制度がありますが，これは

認証を受けた機関ということによ

り，ADRを主宰する機関に対す

る国民の信頼を形成させてADR

を利用してもらうという意義を有

しているのであって，その意味で，

ADR法は，ADRの規制立法で

はなく，ADRを拡充，活性化さ

せるための立法であることを忘れ

てはいけないと思います。

○小谷 ADRにより合意ができ

たからと言って強制執行できるわ

けではありませんが，執行力との

関係についてお話しいただけませ

んか。

○大澤 今回のADR法では立案

過程でADRに執行力を付与する

か否かということが検討されまし

たが，結局見送られました。執行

は債務者の財産に対する直接的な

攻撃ですので，執行力を与えるた

めにはそれを与えるに相応しい厳

格な要件が必要となります。そう

すると手続が重くなって民間

ADRのメリットを殺してしまう

ことにもなりかねないし，ADR

が定着していない現状おいては弊

害発生の懸念があるということで

す。

したがって，調停センターで成

立した和解も執行力はありません

ので，執行力を得るためには，公

正証書を作成するか，簡易裁判所

の訴え提起前の和解（即決和解）

を利用するか，仲裁判断によるか

ということになると思います。

十一．仲裁について

○小谷 将来的には調停だけでな

く，仲裁も行いたいと考えている

のですが，調停と仲裁の違いなど

についてお話しいただけますか。

○大澤 仲裁とは，当事者の合意

（仲裁合意）によって，仲裁人の

下す判断に服することを約し，こ

れに基づいて仲裁人が行う手続の

ことで，仲裁人の判断が直接当事

者を拘束する点で調停とは異なっ

ています。

仲裁に関する規範は明治２３年の

旧々民事訴訟法以来，１１０年余の

間ほとんど改正されずにいました

が，仲裁制度の現代化や国際標準

への適合を図ることで利用しやす

いものとするため，平成１５年に仲

裁法が成立し，平成１６年３月１日

から施行されています。この仲裁

もADRの拡充・活性化の一翼を

担うものです。

従来の仲裁法も仲裁人の下した

判断（仲裁判断）に確定判決と同

一の効力を認めるほか，仲裁合意

のされた事件については，訴訟に

よる解決を排除することにしてい

ましたが，新仲裁法では，仲裁合

意を要式契約，書面等を要するこ

とに改めたり，仲裁人の人数を原

則２人から３人に改めたり，裁判

所が関与する場合を限定して，し

かもその関与については判決手続

ではなく決定手続にしたことなど

が新しい改正点です。

仲裁判断は確定判決と同一の効

力を有するといっても，それに基

づいて民事執行をするためには，

裁判所に申し立てをして執行決定

を得なければなりません。しかし，

従前は執行判決をとらなければな

りませんでしたから，簡易に執行

することができるようになったと

いえます。

なお，ADR法の認証の対象は，

多様なADRのうち和解の仲介

（いわゆる調停，あっせん）に限

られています（同法２条１号）か

ら，仲裁手続については，ADR

法の認証紛争解決手続とはなり得

ません。しかし，そもそも仲裁に

ついては，仲裁法が弁護士でない

者が報酬を受けて仲裁を業として

行うことを予定したもので，原則

として弁護士法７２条に違反しない

結果となるものと考えられていま

すので，仲裁合意が真意に基づく

ものならば，調停から仲裁に移行

して執行力を付与することも可能

かと思います。

○小谷 司法型ADRは判決，審

判などの伝家の宝力を背景とした

ADRですから有効に機能すると

いう見方もあります。民間型

ADRは国家の力を背景とした司

法型と基本的に違うわけですから，

伝家の宝力は当事者の仲裁合意に

委ねられるわけですから仲裁が機

能できる場面は少ないかもしれま

せん。しかし，例えば企業などの

「私的整理」に関係して，多数の

債権者が会社の所有不動産の価値

をめぐって争いとなるケースは多

くあります。債権者間で価格をめ

ぐって争っている間に会社が資金

ショートして清算する以外になく

なるようなことがあります。この

ような場合は，不動産鑑定士の調

停センターが仲裁を行うことによ

って適正，迅速な解決が可能とな

鑑定セミナー・「不動産鑑定士調停センター」の開設と今後の運営
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るのではないでしょうか。社会の

ニーズにいかに応えていくかが調

停センター成否の鍵ではないかと

考えます。

十二．司法と民間ADRと
の関わり

○小谷 司法と民間型紛争解決手

続の将来的なあり方についてどの

ような方向性が考えられるでしょ

うか。

○大家 話は尽きないのですが，

そろそろ終わりですので，興味深

いこんな話があったことを申し上

げたいと思います。

アメリカ人F．S．モステンと

いう調停者弁護士の講演を聞く機

会がありました。ロスアンゼルス

上位裁判所では，訴訟が提起され

たら訴訟当事者へ手紙を出すそう

です。それは，裁判所はあなた方

にとって出来る限り簡単なものと

なるよう努力しますが，裁判所へ

出向くことが紛争解決の唯一の解

決手段ではなく，調停など他にい

くつかの手段があります。他の手

段を検討したほうが望ましい理由

は，おそらく紛争をより早く解決

できるかもしれないし，ずっと安

い費用で済ませることができるか

もしれません。おそらくストレス

が少ないと感じるでしょう…。

というものです。

深く考えさせられる話ですが，

ADRとは真剣に対峙して進まな

ければならないテーマだと思いま

す。

○大澤 裁判所としても民間

ADRが拡充・活性化されること

は非常に望ましいことだと思いま

す。今までそのような手段がなか

ったことで，司法型ADRや訴訟

になっていた紛争が，民間ADR

で解決していって，そこで残った，

真に裁判でなければ解決できない

ようなもののみが裁判所にきて，

裁判所はそのような紛争に精力を

注ぐというのは，本来民事紛争の

解決の仕方としてあるべき姿では

ないでしょうか。民でできるもの

は民でやるという政治改革の方向

性にもあってることになりますね。

また，今後は裁判所と民間型

ADRとの連携ということも大事

になってくると思います。今のと

ころは，裁判になる前のADRと

いう点が中心ですが，裁判になっ

た後の付ADRということも検討

されるべきでしょうね。そのため

には民間ADRとして実績を上げ，

当事者から信頼を勝ち得ることが

大切だと思います。

○小谷 本日は貴重なご意見あり

がとうございました。民間解放の

動きにある社会が何を期待してい

るのか，それに応える使い勝手の

良い制度へと成長し，不動産鑑定

士の社会的責任がより重要なもの

として認知されていくことを願っ

て，本日の座談会を終了したいと

思います。

（８月２日，東京都港区内で収録）
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